
2021年4月1日

新型コロナワクチン以外の定期接種ワクチンについて

自治体説明会33

厚⽣労働省 健康・生活衛生局

感染症対策部 予防接種課

令和６年２⽉７⽇

資料２



１．新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会（第33回）
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２．新型コロナワクチン以外の定期接種ワクチンについて



1. ５種混合ワクチンについて

2. 小児に対する肺炎球菌ワクチンについて

3. 主な質問

4. HPVワクチンについて
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対象疾病 対象者（接種時期）※1 標準的接種期間※2

Ｈｉｂ感染症 生後２月から生後60月に至るまで 初回接種︓⽣後２⽉から⽣後７⽉に⾄るまでに開始（３回）
追加接種︓初回接種終了後７⽉から13月までの間隔をおく（１回）

小児の肺炎球菌
感染症

生後２月から生後60月に至るまで 初回接種︓⽣後２⽉から７⽉に⾄るまでに開始（３回）
追加接種︓初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後

15月に至るまで（１回）

Ｂ型肝炎＜政令＞
１歳に至るまで 生後２月に至った時から生後９月に至るまでの期間（３回）

ジフテリア・百日せ
き・急性灰白髄炎
（ポリオ）・破傷風

第１期︓⽣後２⽉から⽣後90月に至るまで
第２期︓11歳以上13歳未満（第2期はジフ

テリア・破傷風のみ）

第１期初回︓⽣後２⽉に達した時から⽣後12月に達するまでの期間（３回）
第１期追加︓第１期初回接種終了後12月から18月までの間隔をおく（１回）
第２期︓11歳に達した時から12歳に達するまでの期間（１回）

結核（ＢＣＧ） １歳に至るまで 生後５月に達した時から生後８月に達するまでの期間（１回）

麻しん・風しん※3
第１期︓⽣後12月から生後24月に至るまで
第２期︓５歳以上７歳未満のうち、就学前1年

第１期︓⽣後12月から生後24月に至るまで（１回）
第２期︓５歳以上７歳未満のうち、就学前1年（１回）

水 痘＜政令＞
生後12月から生後36月に至るまで １回⽬︓⽣後12月から生後15月に達するまで

２回⽬︓１回⽬の注射終了後６⽉から12月の間隔をおく

日本脳炎※4
第１期︓⽣後６⽉から⽣後90月に至るまで
第２期︓９歳以上13歳未満

第１期初回︓３歳に達した時から４歳に達するまでの期間（２回）
第１期追加︓４歳に達した時から５歳に達するまでの期間（１回）
第２期︓９歳に達した時から10歳に達するまでの期間（１回）

ヒトパピローマ
ウイルス感染症

12歳となる⽇の属する年度の初⽇から16歳とな
る⽇の属する年度の末⽇まで

13歳となる⽇の属する年度の初⽇から当該年度の末⽇までの間（３回）

ロタウイルス感染症
＜政令＞

１価︓⽣後６週から⽣後24週に至るまで
５価︓⽣後６週から⽣後32週に至るまで

１価︓２回（初回接種は⽣後２⽉から⽣後14週６日まで）
５価︓３回（初回接種は⽣後２⽉から⽣後14週６日まで）

インフルエンザ ①65歳以上の者
②60歳から65歳未満の慢性⾼度⼼・腎・呼吸
器機能不全者等

高齢者の肺炎球菌
感染症＜政令＞※3

①65歳の者
②60歳から65歳未満の慢性⾼度心・腎・呼吸器
機能不全者等

Ａ

類

疾

病

Ｂ
類
疾
病

疾病分類・定期接種の対象について

【１】５種混合ワクチンについて （１）経緯等
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※１ ⻑期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種機会を逃した者は、快

復時から２年間（⾼齢者の肺炎球菌感染症のみ１年間。⼀部上限年齢あり）は定期接種の対象。

※２ 接種回数は、標準的接種期間に接種を⾏った場合のもの。

※３ ⾵しん及びヒトパピローマウイルス感染症は令和６年度までの間、⾼齢者の肺炎球菌感染症は令和

５年度までの間、対象者を拡⼤する経過措置を設けている。

※４ ⽇本脳炎について、平成７年度〜平成18年度⽣まれの者（積極的勧奨の差し控えにより接種機会

を逃した者）は、20歳になるまで定期接種の対象。

第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料
１2024(令和６)年２⽉５⽇



○ ４混の原薬は、テトラビック皮下注シリンジと同一

○ Hibは、⽥辺三菱が海外メーカーから導⼊した国内未
承認品で、無毒性変異ジフテリア毒素（CRM197）※
結合体

※既承認ワクチンで使用されている

○ 生後２か月から接種を開始し、計４回の接種を想定
した治験を実施

○ 皮下接種と筋肉内接種の両方を想定

○ 令和５（2023）年３⽉薬事承認

５種混合ワクチンについて

○ いずれの原薬（４混、Hib）もKMバイオロジクス製

○ Hibは、アクトヒブと同じ破傷風トキソイド結合体

○ 生後２か月から接種を開始し、計４回の接種を想定
した治験を実施

○ 皮下接種と筋肉内接種の両方を想定

○ 令和５（2023）年９月薬事承認

阪大微研KMバイオロジクス

Hib製剤

用時
溶解

クアトロバック皮
下注シリンジ

（４混ワクチン）

用時溶解 液状シリンジ製剤

⽤時調製不要

※写真は４混のもの

第47回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料２

（改）
2022（令和４）年１⽉27日

4

【１】５種混合ワクチンについて （１）経緯等



５種混合ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について

【１】５種混合ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、５種混合ワクチンを定期接種に位置づける
こととし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。

○ 標準的な接種時期（予防接種実施要領で⽰す事項）については、これまでの議論を踏まえ、４種混合・Hibワ
クチンの規定を参考に整備する。なお、用いるワクチンの添付文書における接種上の注意は記載整備される
⾒込み。
【規定のイメージ】
・初回接種︓⽣後２⽉から⽣後７⽉に⾄るまで開始し、20日から56日までの間隔をおいて３回
・追加接種︓初回接種終了後から６⽉から18月までの間隔をおいて１回

定期接種の対象者 （政令）  生後2月から生後90月に至るまでの間

接種間隔・方法 （省令）
 初回接種︓20日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種
 追加接種︓初回接種終了後６⽉以上の間隔をおいて１回⽪下⼜は筋⾁内に接種

標準的な接種期間 （通知）  政省令に規定した事項及び４種混合・Hibワクチンの規定を踏まえて整備。

用いるワクチン
 使用するワクチンは５種混合ワクチンを基本とする。
 ただし、当面の間は４種混合ワクチン及びHibワクチンも使用できることとする。

⻑期療養特例
 現⾏の４種混合及びHibワクチンと同様、特例の対象とする。
 特例の対象となる上限年齢は、15歳未満とする。

定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者

 現⾏の４種混合及びHibワクチンと同様、現⾏規定のとおりとする。

定期接種化の開始時期  定期接種化の開始は、令和６年4月１日とする。

接種方法に関するその他の事項
 ５種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則としては同一のワクチ

ンで接種を⾏うこととしつつ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能な
よう、必要な規定を設ける。

副反応疑い報告基準  現⾏の４種混合ワクチンの副反応疑い報告基準を５種混合ワクチンに適⽤する。

事務局案
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第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料
１2024(令和６)年２⽉５⽇



５種混合ワクチンと４種混合ワクチン等との交互接種について

○ 「経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン」又は「五価経口弱毒生ロ

タウイルスワクチン」が使用可能。

○ １回又は２回投与した後に転居した際、転居後の定期接種を実施す
る市町村において、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン又は五価経
口弱毒生ロタウイルスワクチンのいずれか一方の接種しか実施してい
ない等の理由により、原則によることができないやむを得ない事情が
あると当該市町村⻑が認める場合には、次に掲げる⽅法で接種するこ
とできる。
ア 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを１回経口投与した後、五
価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを２回経口投与する。

イ 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを１回経口投与した後、経
口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを２回経口投与する。

ウ 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを２回経口投与した後、経
口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを１回経口投与する。

ロタウイルス感染症の場合
○ 「組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチン」「組換
え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチン」⼜は「組換え沈
降９価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチン」が使⽤可能。

○ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、同一の者
には、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを使用す
ることを原則とするが、（中略）市町村⻑が、組換え沈降２価ヒトパ
ピローマウイルス様粒⼦ワクチン⼜は組換え沈降４価ヒトパピローマ
ウイルス様粒⼦ワクチンを使⽤して１回⽬⼜は２回⽬までの接種を終
了した者の接種について、（中略）やむを得ない事情があると認める
場合には、以下のいずれかの方法により接種を実施して差し支えない
こととする。
ア １回⽬に組換え沈降２価ヒトパピローマ様粒⼦ワクチン⼜は組換
え沈降４価ヒトパピローマ様粒⼦ワクチンを接種した者が、組換え
沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチンを計２回接種する。

イ １回⽬及び２回⽬に組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒
⼦ワクチン⼜は組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワク
チンを接種した者が、組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒

子ワクチンを１回接種する。

HPV感染症の場合

定期接種実施要領における規定
定期接種実施要領における規定

第20回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会 資料

１－１
（改）

2023(令和５)年８⽉29日

• ５種混合ワクチンの交互接種については、従来の取扱いと同様、原則として同⼀のワクチンで接種を⾏う。

• 同一のワクチンで接種できない場合についても接種が実施可能なように、交互接種に関する必要な規定を設ける。

小委員会・第58回基本⽅針部会（令和5年12月20日）の検討結果

○ 定期接種等においては、同⼀の疾病に対して複数種類のワクチンが利⽤可能である場合であって、シリーズとし
て複数回接種するときは、原則として過去に接種歴のあるワクチンと同一のワクチンを用いることとしている。

○ ただし、転居後の市町村の状況等により原則によることができない場合には、他のワクチンを用いることを可能
としている。
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【１】５種混合ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案



５種混合ワクチンの定期接種化にむけたスケジュールについて

○ ワクチンの安定供給に関して、阪大微研及びKMバイオロジクスの２社ともに令和６年４⽉の定期接種化を想

定した場合でも、供給に問題ないことを企業から確認している。（令和５年８⽉29日第20回小委員会）

※ 自治体において、接種体制を構築するためには、概ね以下のようなプロセスを必要とする。
定期接種化の前年度末までに
・予算案への反映及び議会での審議・議決

予算の議決後に
・予防接種台帳等のシステムの改修
・医療機関との契約条件の調整及び契約
・広報や接種対象者への周知

各社の供給スケジュール等について

○ 令和６年（2024年）4月からの供給について、問題がないことを企業から確認している。
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• 定期接種化の開始は、令和６年4月１日とする。

方向性（案）第58回基本⽅針部会（令和5年12月20日）の検討結果

第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料１

（改）
2023（令和５）年12月20日

【１】５種混合ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案



1. ５種混合ワクチンについて

2. 小児に対する肺炎球菌ワクチンについて

3. 主な質問

4. HPVワクチンについて

8



沈降1 5価肺炎球菌結合型ワクチン（P C V 1 5）について

第21回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会

資料
1-２

（抜粋）
2023（令和５）年11月９日

【２】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて （１）経緯等
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沈降1 5価肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について

【２】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

○ 予防接種基本⽅針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV15）を定期接種に位置づ
けることとし、接種の対象者や実施方法等に関する具体的な規定について、以下のようにしてはどうか。

定期接種の対象者（政令）  生後2月から生後60月に至るまでの間

接種間隔・方法 （省令）
 初回接種︓⽣後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回皮下又は筋肉内に接種

※ 他に、初回接種開始時の⽉齢に応じて、１〜２回の初回接種の規定をPCV13同様に定める。
 追加接種︓初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ⽉に⾄った⽇以降において、１

回皮下又は筋肉内に接種

標準的な接種期間（通知）

 現⾏の規定と同様とする。

（参考 現⾏規定の状況）
• 初回接種︓⽣後2月から生後７月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔をおいて３回
※ 他に、初回接種開始時の⽉齢に応じて、１〜２回の初回接種の規定がある。

• 追加接種︓⽣後12月から生後15⽉に⾄るまでの間に、初回接種終了後から６0日以上の間隔をおいて１回
※ 他に、初回接種開始時に生後７ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60⽇以上の間隔をおいて１回⾏う規定がある。

用いるワクチン
 使用するワクチンはPCV15を基本とする。
 ただし、当面の間は既存の沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV13）も使用できる。

⻑期療養特例  現⾏のPCV13と同様、特例の対象とする。

定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者

 現⾏のPCV13と同様、現⾏規定のとおりとする。

定期接種化の開始時期  定期接種化の開始は、令和６年4月１日とする。

接種方法に関するその他の事項
 PCV15とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替

えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける。

副反応疑い報告基準  現⾏の小児の肺炎球菌感染症における規定のとおりとする。

事務局案
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第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料
１2024(令和６)年２⽉５⽇



P C V 1 5とP C V 1 3との交互接種について

【⽤法及び⽤量に関連する注意】

肺炎球菌結合型ワクチンの接種スケジュールの中で、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンにより接種を開始後、途中で本剤による接
種に切り換える場合には、残りの接種回数を本剤により接種すること。

○ 定期接種等においては、同⼀の疾病に対して複数種類のワクチンが利⽤可能である場合であって、シリーズとして
複数回接種するときは、原則として過去に接種歴のあるワクチンと同一のワクチンを用いることとしている。

○ PCV15においては、薬事審査において、PCV13からPCV15に切り替えて接種した場合の有効性・安全性が認めら
れている。

添付文書におけるPCV15の交互接種に関する記載について（小児への接種に係る記載を抜粋）

○ PCV13からPCV15に切り替えて接種した場合の安全性、忍容性及び免疫原性について評価する第Ⅲ相試験を実施した。
○ 結果として、PCV13を１〜３回接種した後に、PCV15を残りの回数接種した場合の効果と安全性について、PCV13の
みを接種した患者と⽐較して、免疫応答は同程度であり、安全性についても特段の懸念は認められなかった。

（参考）第2１回⼩委員会における企業からの説明（令和５年11月９日）

11

【２】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案 第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料１

（改）
2023（令和５）年12月20日



P C V 1 5の定期接種化にむけたスケジュールについて

【２】沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンについて （２）これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

第21回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会

資料
1-２

（抜粋）
2023（令和５）年11月９日

○ PCV15の製造販売業者によると、令和６（2024）年４⽉に定期接種化された場合の供給に向けた準備が進められ
ている。

12

• 定期接種化の開始は、令和６年4月１日とする。

方向性（案）第58回基本⽅針部会（令和5年12月20日）の検討結果

第58回厚生科学審議会予防接種
ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料１

（改）
2023（令和５）年12月20日



1. ５種混合ワクチンについて

2. 小児に対する肺炎球菌ワクチンについて

3. 主な質問

4. HPVワクチンについて

13



14

Q１. 高齢者肺炎球菌ワクチンの対象者について、65歳の者とは、いつからいつまでが接種対象となる
のか。

65歳以上66歳未満が対象となりますので、65歳の誕生日の前日から、66歳の誕生日の前日までとなります。

※その他、定期接種に係る日数の数え方等については、「定期の予防接種における対象者の解釈について（事務連

絡）」（令和２年２月４日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）を確認下さい。

主なご質問への回答



1. ５種混合ワクチンについて

2. 小児に対する肺炎球菌ワクチンについて

3. 主な質問

4. HPVワクチンについて

15



令和4年度から実施しているHPVワクチンに関する施策

• 接種実施医療機関における接種体制の整備等を進め、令和４年度から積極的勧奨（予
診票の個別送付等）を再開。

• 今後、HPVワクチンの定期接種を進めるに当たっては、接種後の症状に対する相談支
援体制・医療体制等の維持・確保が重要。厚⽣労働省から、⾃治体に対して、関係機
関（⾃治体、協⼒医療機関・地域の医療機関）に求められる役割についてお知らせし
ており、従来からの連携の枠組みを再活性化・強化。

➡ 接種を希望する⽅に対し、適切かつ⼗分な情報提供、円滑な接種、接種後に体調
の変化等が⽣じた⽅への必要な⽀援が⾏われるような体制を構築。

１．積極的勧奨（予診票の個別送付等）の再開

・ HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平
な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対
象であった10学年（H9年度⽣まれ〜H18年度⽣まれ）すべてをキャッチアップ接
種の対象としている。※令和６年度からはH19年度⽣まれの⼥性もキャッチアップ接種の対象

・ 接種対象者の接種機会の確保の観点や、地⽅⾃治体の準備、医療機関における接
種体制等の観点を踏まえ、キャッチアップ接種の期間は３年間とする。

・ 予防接種法施⾏令を改正し、令和４年４⽉１⽇施⾏。

２．キャッチアップ接種

16
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対象者 ⇒ 10学年

対象者
平成9年度⽣まれ〜平成18年度⽣まれの10学年

（令和６年度からはH19年度⽣まれまでの11学年）

期間 ３年間（令和４年４⽉〜令和７年３⽉）

周知・勧奨
対象者が接種について検討・判断できるよう、ワクチンの有効性・安全性について丁寧
な情報提供を実施。情報提供資材等を個別送付するなど対象者への確実な周知に努める。

期間
⇒３年間

HPVワクチンのキャッチアップ接種の対象者、期間、周知・勧奨の取扱いについて

※接種機会の確
保の観点から、
キャッチアップ
接種の期間中に
定期接種の対象
から新たに外れ
る世代について
も、順次キャッ
チアップ接種の
対象者とする

令和３年12月23日第28回厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会資料４より改訂

令和６年度からは平成19年度
生まれまでの11学年
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2022年度接種実績をふまえた
生まれ年度ごとの累積初回接種率（％）

緊急促進事業

定期接種対象

標準的接種期間

キャッチアップ

生まれ年度
2022年度内に
達する年齢

〜2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 累積接種率

1994 28 53.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.4

1995 27 74.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.4

1996 26 78.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.2

1997 25 78,5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 81.8

1998 24 77.7 0.7 0.05 0 0 0 0 0 0 0 2.2 80.8

1999 23 65.9 2.3 0.1 0.04 0 0 0 0 0 0 3.4 71.8

2000 22 1.2 12.3 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 6 20.0

2001 21 0 0.9 0.3 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 7.5 9.1

2002 20 0 0 0.04 0.2 0.03 0.1 0.5 0 0 0 8.5 9.3

2003 19 0 0 0 0.03 0.1 0.1 0.3 1.2 0 0 9.0 10.8

2004 18 0 0 0 0 0.02 0.1 0.1 0.7 9.2 0 8.0 18.2

2005 17 0 0 0 0 0 0.03 0.3 0.4 2.8 20.3 7.9 31.6

2006 16 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 1.2 7.0 16.2 25.2

2007 15 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.0 4.5 10 16.7

2008 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.6 7.7 12.9

2009 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 6.3 8.1

2010 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.8

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

資料３-2
上田参考人
提出資料
一部改編2024(令和６)年１月26日



まとめ

・ 定期接種、キャッチアップ接種の実施者数から、生まれ年度毎の 2022 年度の初回

接種率および累積初回接種率を算出した

・ 接種率は積極的勧奨再開前から徐々に上昇しているものの、定期接種、キャッチ

アップ接種とも、緊急促進事業当時ほどには接種が拡がっていない

・ 2022 年度の定期接種において、標準接種年齢である 13 歳になる年度での接種率

が低く、今後、この年齢でのより積極的な接種が望まれる

・ キャッチアップ接種は、1997 年度～1999 年度生まれで特に接種率が低いが、これら

の世代は緊急促進事業の際にすでに一定数接種が実施されている

・ 引き続き、HPVワクチン接種、特に、来年度で終了するキャッチアップ接種について

周知広報を行っていくことが重要である

19

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

資料３-2
上田参考人
提出資料2024(令和６)年１月26日



H P Vワクチンに関する調査

20

■接種対象者や保護者における認知向上の必要性

（接種対象者）HPVワクチンや制度に対する認知・関⼼が低い

• 接種対象者本人のうち、HPVワクチンについて「知っている」「少し
知っている」と回答したのは半数未満であった。

• キャッチアップ接種については、対象者本人の半数以上が「知らない」
と回答した。

• 「接種対象者で無関心な方が多い」「（子宮頸がんについて）危機的に
感じていない」等の課題が挙げられている。

（保護者）保護者への周知強化の必要性

• 対象者本人では約2割の人が、健康に関する情報・HPVワクチンに関する
情報をそれぞれ家族から得ていると回答した。

• 接種したことがある人の3割以上が「⺟親が接種を勧めていたから」接種
したと回答した。

■接種に対する不安感の軽減につながる情報提供の必要性

• 「HPVワクチンは安全でないと思う」「接種を判断するための十分な情
報が得られていない」等の理由で、接種の判断を保留している。

• 全体の約4割の⼈が「接種により以前報道で⾒たような健康被害が起きる
のではないかと思っている」と回答した。

示唆される課題

 キャッチアップ接種の対象者や、HPVワクチ
ン接種対象者の保護者を中心に、HPVワクチ
ンを含む子宮頸がん予防の重要性について認
知を上げるため、SNS等を通じた積極的な情
報発信を強化していく。

 接種に対する不安感に寄り添った情報提供の
あり方について、接種対象者や保護者等の意
⾒も聞きながら、必要な情報や適切な媒体、
伝え方について検討する。

接種対象者
／保護者

必要と考えられる対応

自治体

■自治体での効果的な情報提供の必要性

• 厚労省が作成したリーフレットを、⾃治体HPまたは窓口で掲載・配布し
ている⾃治体は、全体の半数程度であった。

• 接種対象者世代への効果的な情報の届け方に苦慮している等の課題が挙
げられている。

 個別通知への同封などリーフレットの活用の
拡大を促すとともに、本調査で寄せられた取
組事例を⾃治体担当者にも提供することで、
より効果的な情報提供の実施を促していく。

令和５年１〜２⽉に実施した「HPVワクチンに関する調査」（対象︓接種対象者／保護者、および⾃治体）の結果、
HPVワクチンを含む⼦宮頸がん予防の重要性について積極的な情報発信を⾏う必要性等の課題が⽰唆された。

第94回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第５回薬事・⾷品衛⽣審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３－３

一部改変
（令和５年７⽉28日）



令和５年度の主な広報活動

21

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・厚⽣労働省ホームページ、リーフレット改訂

（9価HPVワクチン定期接種化に伴う更新）

・厚⽣労働省SNS投稿

・厚生労働5月号特集掲載

・政府広報（SmartNewsバナー配信）

・政府広報（オンライン記事掲載）

・接種対象者/保護者、

自治体向け調査結果の公表

・自治体向け説明会開催

・バナー広告の配信（Yahoo!ニュース※、

X(旧Twitter)、 Instagram）※11月・3月のみ

・動画広告の配信（YouTube）

・政府広報

（政府インターネット
テレビ 動画掲載）

・政府広報（SmartNewsバナー配信）

・厚⽣労働省SNS投稿

・政府広報

（Instagram動画投稿）

・中高生向け新聞

漫画広告掲載

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-5

2024(令和６)年１月26日



接種対象者や保護者に向けた広報について

22

【厚⽣労働省SNSでの発信】

・政府広報オンライン 記事の作成、掲載

・SmartNewsアプリでのバナー配信

・政府広報Instagramでの動画投稿

・政府インターネットテレビ 動画掲載

【中高生向け新聞への広告掲載】

政府広報との連携

厚⽣労働省SNS（X、Facebook）を通じた情報発信のほか、中高生向け新聞への広告掲載、キャッチアップ接種対象
者に向けたインターネット広告の発信等を実施。また、政府広報とも連携し、動画などを作成した。

【政府広報との連携】

【インターネット広告の配信】

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-5

2024(令和６)年１月26日



⾃治体向け説明会の開催（令和５年８⽉１⽇）
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HPVワクチンに関する調査の結果等について説明するとともに、周知広報のための参考情報として、調査で寄せられ
た取組事例について市町村担当者からも説明いただいた。

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-5

2024(令和６)年１月26日



厚⽣労働省ホームページでの情報提供

24

接種対象者や保護者、⾃治体、医療従事者等へ、厚⽣労働省ホームページやQ&Aを通じて情報提供を⾏っており、
内容は随時更新している。

URL︓https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-5

2024(令和６)年１月26日



今後の広報・情報提供について

25

接種対象者や保護者等へ向けた適切な情報提供を継続するとともに、令和６年度末にキャッチアップ接種が終了する
ため、その周知や再勧奨の際に自治体等で活用いただける資材を作成しております。

【その他 実施予定の施策】

・医療機関向け研修会（令和4年度より継続）

・接種対象者/保護者向けアンケート

およびインタビュー調査

・自治体向け調査 など

【リーフレットの改訂】 【再勧奨用はがきテンプレートの作成】

【キャッチアップ接種のロゴ】

【チラシの作成】

（ポスターとしても使用可）



事務連絡（令和６年２⽉２⽇発出）
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キャッチアップ接種の実施期間の終了まであと１年余りとなっていることや、３回の接種完了までに約６ヶ⽉の期間

が必要であること等を踏まえ、キャッチアップ接種の対象である⽅に対して、再度個別通知を⾏うこと等を検討して

いただき、確実な周知等に努めていただくようお願いします。

【事務連絡】 【別紙一覧】

【キャッチアップ接種に関する資材】

別紙１ キャッチアップ接種リーフレット

別紙２ ９価ＨＰＶワクチン接種のお知らせリーフレット（キャッチアップ版）

別紙３ キャッチアップ接種再勧奨ハガキ（カラー版）

別紙４ キャッチアップ接種再勧奨ハガキ（モノクロ版）

別紙５ キャッチアップ接種チラシ（一般向け）

別紙６ キャッチアップ接種チラシ（自治体向け）

別紙７ キャッチアップ接種ロゴマーク

【ＨＰＶワクチンに関するその他の情報提供資材】

別紙８ ＨＰＶワクチン接種の対象年齢のお⼦様及びその保護者向けリーフレット（概要版）

別紙９ ＨＰＶワクチン接種の対象年齢のお⼦様及びその保護者向けリーフレット（詳細版）

別紙10 ＨＰＶワクチンの接種に関係する医療従事者向けリーフレット

別紙11 ９価ＨＰＶワクチン接種のお知らせリーフレット（定期接種版）

【参考】

・リーフレットを掲載している厚⽣労働省ホームページ「ＨＰＶワクチンに関する情報提供資材」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

・その他の広報資材を掲載している厚⽣労働省ホームページ「ＨＰＶワクチンに関する広報について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/kouhou.html



参考資料
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HPV ワクチンの接種状況に関する検討

大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学

上田 豊

28

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
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2022年度接種実績をふまえた
生まれ年度ごとの累積初回接種率（％）

緊急促進事業

定期接種対象

標準的接種期間

キャッチアップ

生まれ年度
2022年度内に
達する年齢

〜2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 累積接種率

1994 28 53.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.4

1995 27 74.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.4

1996 26 78.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.2

1997 25 78,5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 81.8

1998 24 77.7 0.7 0.05 0 0 0 0 0 0 0 2.2 80.8

1999 23 65.9 2.3 0.1 0.04 0 0 0 0 0 0 3.4 71.8

2000 22 1.2 12.3 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 6 20.0

2001 21 0 0.9 0.3 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 7.5 9.1

2002 20 0 0 0.04 0.2 0.03 0.1 0.5 0 0 0 8.5 9.3

2003 19 0 0 0 0.03 0.1 0.1 0.3 1.2 0 0 9.0 10.8

2004 18 0 0 0 0 0.02 0.1 0.1 0.7 9.2 0 8.0 18.2

2005 17 0 0 0 0 0 0.03 0.3 0.4 2.8 20.3 7.9 31.6

2006 16 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 1.2 7.0 16.2 25.2

2007 15 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.0 4.5 10 16.7

2008 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.6 7.7 12.9

2009 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 6.3 8.1

2010 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.8

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-2

一部改編
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まとめ

・ 定期接種、キャッチアップ接種の実施者数から、生まれ年度毎の 2022 年度の初回

接種率および累積初回接種率を算出した

・ 接種率は積極的勧奨再開前から徐々に上昇しているものの、定期接種、キャッチ

アップ接種とも、緊急促進事業当時ほどには接種が拡がっていない

・ 2022 年度の定期接種において、標準接種年齢である 13 歳になる年度での接種率

が低く、今後、この年齢でのより積極的な接種が望まれる

・ キャッチアップ接種は、1997 年度～1999 年度生まれで特に接種率が低いが、これら

の世代は緊急促進事業の際にすでに一定数接種が実施されている

・ 引き続き、HPVワクチン接種、特に、来年度で終了するキャッチアップ接種について

周知広報を行っていくことが重要である

31

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第15回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３-2

2024(令和６)年１月26日



令和５年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦

（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）

「HPVワクチンの安全性に関する研究」
(研究代表者︓岡部信彦)

国⽴成育医療研究センター 政策科学研究部

竹原健二・山本依志子
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HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス
調査概要

【目的】 ＨＰＶワクチンの積極的勧奨が再開となった2022年４⽉以降、ＨＰＶワクチン接
種後の体調不良を主訴として協⼒医療機関を受診した患者数の推移を把握する

【方法】 Ｗｅｂアンケート調査

【調査対象】 71協⼒医療機関（2023年12月時点）
（全89協⼒医療機関から、研究参加を辞退した13協⼒医療機関と、研究参加の依
頼・調整中である5つの医療機関を除いたもの）

【調査期間】 2022年３⽉から、毎⽉1回

【報告対象者】 ＨＰＶワクチン接種後に何らかの症状を訴えて、協⼒医療機関を受診した患者（因
果関係が不明な場合を含む）

【調査項目】
（※１）

新規受診者数・継続受診者数・合計受診者数
新規受診者のうち、時期カテゴリ別の人数

（※１）前⽉１ヶ⽉における患者データの調査項⽬のうち、今回の公表資料記載の項⽬
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地域ブロック拠点病院整備事業
等でフィードバック

協⼒医療機関

紹介・受診

患者の発生

拠点病院 ⇄協⼒医療機関 ⇄接種医月に1回
回答依頼

Webアンケートにより
回答送付

事務局

結果報告

受診患者数の記録

研究実施に先⽴ち、国⽴成育医療研究センター倫理審査委員会にて中央⼀括審査により承認を得た。

HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス
調査概要
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（人）

回答
施設
数

ワクチン納
入数
(*1）

合計受診患
者数（新規
＋継続）

新規受診
患者数

継続受診
患者数
（*2）

ワクチン接種から

1週間以内に
発症した患者
（*3）

1週間以降、
1ヶ月以内に
発症した患者
数（*3）

1ヶ⽉以降
に発症した
患者（*3）

発症時
期不明

2022年
3月分

63 99,003 47 5 42 1 2 1 1

2022年度

4月分 62 65,466 33 6 27 3 1 2 0

5月分 67 72,324 35 6 29 2 0 3 1

6月分 66 121,807 43 9 34 1 3 5 0

7月分 65 140,073 46 14 32 8 2 3 1

8月分 66 193,107 47 15 32 9 2 3 1

9月分 69 159,885 55 16 39 7 2 6 1

10月分 65 155,356 49 17 32 7 7 3 0

11月分 70 125,470 60 17 43 7 6 4 0

12月分 68 113,542 52 9 43 5 2 2 0

1月分 62 99,641 43 12 20 6 2 4 0

2月分 65 109,865 43 6 37 3 1 1 0

3月分 60 216,905 51 10 41 9 0 1 0

※1 9価ワクチンを含む ※2 1ヶ月内の複数回受診は1人とカウント ※3 新規患者のみ対象

・速報値（2024年1月9日時点） ・調査対象施設︓71施設

HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス受診患者数（2022年度）
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（人）

回答
施設
数

ワクチン納
入数
(*1）

合計受診患
者数（新規
＋継続）

新規受診
患者数

継続受診
患者数
（*2）

ワクチン接種から

1週間以内に
発症した患者
（*3）

1週間以降、
1ヶ月以内に
発症した患者
数（*3）

1ヶ⽉以降
に発症した
患者（*3）

発症時
期不明

2022年
3月分

63 99,003 47 5 42 1 2 1 1

2023年度

4月分 63 197,007 24 4 20 2 1 1 0

5月分 65 90,551 30 5 25 5 0 0 0

6月分 59 143,330 47 16 31 8 3 1 4

7月分 62 143,566 33 8 25 6 2 0 0

8月分 61 210,165 53 13 40 7 3 3 0

9月分 57 120,944 55 20 35 12 7 1 0

10月分 60 124,802 43 6 37 2 2 2 0

11月分 59 120,015 50 17 33 13 3 1 0

※1 9価ワクチンを含む ※2 1ヶ月内の複数回受診は1人とカウント ※3 新規患者のみ対象

・速報値（2024年1月9日時点） ・調査対象施設︓71施設

HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス受診患者数（2023年度）
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【まとめ】

 積極的勧奨再開前の2022年3月時点と比べて、再開後はワクチン接種数
の増加にあわせて新規患者数の増加は認めたが、全体を通して、新規・
継続受診者数のいずれにも顕著な変化は認められていない。

【今後に向けて】

 引き続き、患者数の把握を継続し、変動の早期把握を⾏える体制を維持する。

 拠点病院整備事業の地域ブロック会議などによるサーベイランスの結果の共
有を継続するなど、全国の都道府県や協⼒医療機関と連携していく。
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愛知医科大学 疼痛医学講座

愛知医科大学病院 疼痛緩和外科・いたみセンター

牛田享宏

HPVワクチン地域ブロック拠点病院

事業報告
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H P V感染症の予防接種に関する相談⽀援・医療体制強化のための
地域ブロック拠点病院整備事業（概要）

39

日本全国を10ブロックに分け、地域ブロック別に拠点病院（１〜２医療機関）を選定する。拠点病院は、医療機関・⾃治体・関係団体等

との連携のハブとして、下記のような役割を担う。

• 協⼒医療機関や地域の医療機関との連携を構築し、研修会等の実施を通して、協⼒医療機関の診療⽀援・地域の医療機関に対する情報

提供を⾏い、よりよい診療体制の構築に寄与する。

• 都道府県・市町村・医師会・学校関係者・予防接種センター等との連携を構築し、情報共有を⾏う。

事業内容

協⼒医療機関

地域の医療機関

拠点病院自治体

関係団体
（医師会・関係学会等）

診療⽀援
研修機会の提供

関係機関・団体との
連携のハブとして機

能

情報共有

診療相談
調査への協⼒

接種・診療に対する⽀援
研修機会の提供

診療相談
調査への協⼒

注）協⼒医療機関とは、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に⽣じた症状の診療に係る協⼒医療機関を指す。

地域ブロック

HPV感染症の予防接種や接
種後の症状に対する診療等
の情報提供を⾏い、地域の
医療機関の相談⽀援・医療
体制を強化する。

地域ブロック内での事例
や知⾒の共有等を通して、
協⼒医療機関の相談⽀
援・医療体制を強化する。

情報共有

⽬的︓ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症の予防接種を進めるにあたって、協⼒医療機関の中から、地域ブロック

別に拠点病院を設け、HPV感染症の予防接種に関する相談⽀援・医療体制の強化を図る。

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
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H P V感染症の予防接種に関する相談⽀援・医療体制強化のための
地域ブロック拠点病院整備事業（概要）

全国を10ブロックに分け、計12病院を地域ブロック拠点病院に選定。
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教育関係者との連携

＜学校関係者との連携＞

• 市の教育委員担当訪問

• 県教育委員会保健体育課訪問し、研修会や

資料配布について相談

• 養護教諭の会および高校のがんの授業で講義

• ⽂科省・厚労省の連名⽂書発出

リーフレットの広域配布

＜情報提供リーフレット概要＞

• 養護教員をターゲットとするが他の教員や父

兄がみても違和感なく使えるもの

• 接種対象者の多くが、学校教育を受けている世代であるため、教育現場との連携が重要である。

• 厚労省を通じて、⽂科省から本事業への協⼒依頼に関する事務連絡を教育委員会宛に発出するとともに、学校関係者

向けの情報提供資材を作成。

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
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まとめ

• 事業開始後、HPVワクチン接種にかかわる診療科間の連携が構築できた。

• 拠点病院が中⼼となり協⼒医療機関・⾃治体との顔の⾒える関係が構築さ

れ、意⾒交換や情報共有が容易になった。

症例対応での連携や事例をともに学ぶことで相談⽀援・

医療体制が強化された

• ⾃治体との連携強化と厚労省・⽂科省の後押しにより、教育現場との連携

が開始され、一部研修なども出来るようになった。

今後は定期的な会の運営などで医療体制の強化維持を進める

啓発活動を並⾏して⾏い、接種希望者がきちんと接種できる状況を構築

する

本事業の活動にご尽⼒いただいている先⽣⽅（敬称略）

宮城悦⼦、渡利英道、柳⽣⼀⾃、⽮吹省司、井関雅⼦、北原雅樹、⽊村慎⼆、川⼝善治、

天⾕⽂昌、鈴⽊富雄、⼩川千加⼦、鉄永倫⼦、⼭岸由佳、⼭浦健
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